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市
民
バ
ス
は
４
月
１
日
か
ら
運

賃
を
１
乗
車
２
０
０
円
に
改
定
し

て
い
ま
す
。

　

75
歳
以
上
の
人
は「
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
」な
ど
の
提

示
に
よ
り
１
０
０
円
で
乗
車
で
き

ま
す
が
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
変
更
に
よ
り
、令
和
６
年
12
月

２
日
以
降
に
75
歳
に
な
る
人
は
、

被
保
険
者
証
に
代
え
て「
後
期
高

齢
者
医
療
資
格
確
認
書
」が
交
付

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、12
月
か
ら
75
歳
以

上
の
人
の
年
齢
確
認
は
次
の
と
お

り
と
し
ま
す
の
で
、バ
ス
を
降
り

る
と
き
に
乗
務
員
に
提
示
し
、運

賃
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

◉

…
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証

◉

…
後
期
高
齢
者
医
療

資
格
確
認
書

◉
…
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
、生
年
月
日

が
記
載
さ
れ
た
身
分
証
明
書

※
す
で
に
75
歳
以
上
の
人
は
、こ

れ
ま
で
ど
お
り
、後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
を
提
示
し
て
く
だ

さ
い

※
毎
回
、年
齢
を
確
認
し
ま
す
の

で
、ス
ム
ー
ズ
な
確
認
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
すま

ち
づ
く
り
推
進

部
市
民
協
働
課（
地
域
交
通
・
交
流

係
）
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市
で
は
、10
月
15
日
か
ら
、「
書

か
な
い
窓
口
シ
ス
テ
ム
」の
運
用

を
開
始
し
ま
し
た
。

　
「
書
か
な
い
窓
口
シ
ス
テ
ム
」

は
、住
民
票
な
ど
の
各
種
証
明
書

の
申
請
や
、住
民
異
動
届
な
ど
に

つ
い
て
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

や
運
転
免
許
証
な
ど
の
情
報
を
読

み
取
り
、住
所
・
氏
名
な
ど
の
内
容

を
申
請
書
に
反
映
し
て「
書
か
な

い
」よ
う
に
す
る
こ
と
で
、各
種
手

続
き
が
、よ
り
簡
単
に
な
る
シ
ス

テ
ム
で
す
。

迫
総
合
支
所
市
民

課
、中
田
総
合
支
所
市
民
課
、南
方

総
合
支
所
市
民
課

窓
口
の
職
員
が
対
面

で
聞
き
取
り
を
し
な
が
ら
申
請
書

を
作
成
す
る「
対
面
型
」と
、記
載

台
に
設
置
し
て
あ
る
タ
ブ
レ
ッ
ト

か
ら
自
身
で
申
請
書
を
作
成
す
る

「
記
載
台
型
」の
２
種
類
が
あ
り
ま

す
。職
員
ま
た
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
の

案
内
に
沿
っ
て
操
作
し
て
く
だ
さ

い

ま
ち
づ
く
り
推
進

部
D
X
推
進
室（
D
X
推
進
係
）
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県
で
は
、デ
ジ
タ
ル
身
分
証
ア

プ
リ
を
活
用
し
た
地
域
住
民
の
災

害
対
応
力
の
向
上
を
図
る
と
と
も

に
、県
内
に
お
け
る
消
費
拡
大
を

通
じ
た
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目

的
と
し
て
、デ
ジ
タ
ル
地
域
ポ
イ

ン
ト「
み
や
ぎ
ポ
イ
ン
ト
」を
活
用

し
た
実
証
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
身
分
証
ア

プ
リ「
ポ
ケ
ッ
ト
サ
イ
ン
」を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
・
利
用
登
録
し
た
県
民

を
対
象
に
、抽
選
で
県
内
の
店
舗

で
利
用
で
き
る
３
千
円
相
当
の
ポ

イ
ン
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す

※
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
は
、別
途
リ

リ
ー
ス
さ
れ
る
自
然
災
害
避
難
支

援
ミ
ニ
ア
プ
リ
を
登
録
し
た
後
に

な
り
ま
す

※
実
証
事
業
に
参
加
す
る
た
め
に

は
、ア
プ
リ
の
動
作
が
可
能
な「
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
N
F
C
対
応
）」

と
、本
人
認
証
の
た
め
の「
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
」が
必
要
で
す

令
和
７
年
１
月
25
日

（
土
）

令
和
７
年

１
月
６
日（
月
）〜
２
月
末
日

■
　

登
米
市
民
を
対
象
に
、「
ポ
ケ
ッ

ト
サ
イ
ン
」の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、利

用
登
録
、ポ
イ
ン
ト
の
利
用
方
法

な
ど
を
説
明
す
る
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。12

月
19
日（
木
）午
前
10
時

〜
午
後
４
時
30
分

市
役
所
中
田
庁
舎（
1
階

１
０
１
会
議
室
）「

み
や
ぎ
ポ
イ
ン

ト
」コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
30
分
）
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　市では、令和７年度から11年度までを計画期間とする
「第三期登米市子ども・子育て支援事業計画」を策定する
ため、意見を募集します。

12月10日（火）～令和７年１月10日（金）
第三期登米市子ども・子育て支援事業計

画（案）　
福祉事務所子育て支援課（市役所南方庁舎

１階）、各総合支所、各児童館・南方子育てサポートセン
ター、各公民館・ふれあいセンター、市公式ホームページ

▶「第三期登米市子ども・子育て支援事業計画
（案）に対する意見」と明記し、郵送、ファクシミリ、電子
メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください
▶様式は自由です▶住所、氏名（団体などの場合は所在
地、名称、代表者名）、電話番号を必ず記入してください
※電話では受け付けできません

「個人情報の保護に関する法律」に基づ
き適切に取り扱います。また、個別の回答はしませんが、
意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめたうえ、
後日、市公式ホームページで公表します 

福祉事務所子育て支援課（子育て支援係）
〒987－0446 南方町新高石浦130
☎ 0220（58）5562
0220（58）2375

死 kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

　

2
0
2
4
年
８
月
、運
用
開
始

以
来
初
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時

情
報（
巨
大
地
震
注
意
）が
発
表
さ

れ
ま
し
た
。こ
の
情
報
の
発
表
中
、

関
東
か
ら
九
州
の
各
地
で
、日
頃

か
ら
の
地
震
へ
の
備
え
の
再
確
認

な
ど
が
呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、北
海
道
・
三
陸
沖
後
発

地
震
注
意
情
報
が
発
表
さ
れ
た
際

の
呼
び
か
け
と
同
じ
で
す
。こ
の

機
会
に
、後
発
地
震
注
意
情
報
が

発
表
さ
れ
た
際
に
適
切
な
行
動
を

と
れ
る
よ
う
、情
報
に
つ
い
て
再

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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部
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台
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